
様式第４号(第８条関係)

不利益処分一覧表(行政手続条例適用処分)

処理機関(所管課) 消防本部予防課

整理番号 根拠条例等 根拠条項 備　考

05-02-01 消防法 第３条 △
各消防署に同処分
あり

05-02-02 消防法 第５条 △

05-02-03 消防法 第５条の２ △

05-02-04 消防法 第５条の３ △
各消防署に同処分
あり

05-02-05 消防法 第８条 △

05-02-06 消防法 第８条の２ △

05-02-07 消防法 第36条 △

05-02-08 消防法 第36条 △

05-02-09 消防法 第17条の４ △

05-02-10 消防法 第８条の2の3 △

05-02-11 消防法 第３６条 △

05-02-12 消防法 第11条の５ △

05-02-13 消防法 第12条 △

05-02-14 消防法 第12条の２ △

05-02-15 消防法 第12条の２ △

05-02-16 消防法 第12条の３ △

危険物施設の使用停止命令

危険物施設の緊急使用停止命令等

処分の概要 処分基準

危険物施設の位置等の措置命令

危険物施設の許可の取消し、使用停止命令

防火対象物の改修、移転、除去、工事の停止又は中止その他の必要
な措置の命令

屋外における火災予防に必要な措置の命令

防火管理者の行うべき業務についての措置命令

統括防火管理者の行うべき業務についての措置命令

防災管理者の行うべき業務についての措置命令

統括防災管理者の行うべき業務についての措置命令

危険物の貯蔵・取扱い及び移動タンク貯蔵所に関する命令

防火対象物の使用禁止、停止又は制限の命令

防火対象物における火災予防に必要な措置等の命令

防災管理の定期点検報告制度の特例認定の取消し

消防用設備等の設置維持命令

防火対象物の定期点検報告制度の特例認定の取消し



05-02-17 消防法 第13条の24 △

05-02-18 消防法 第14条の２ △

05-02-19 消防法 第16条の３ △

05-02-20 消防法 第16条の６ △

05-02-21 火薬類取締法 第25条 △

05-02-22 火薬類取締法 第45条 △

05-02-23
液化石油ガスの保安の
確保及び取引の適正化
に関する法律

第16条の２ △

05-02-24 高圧ガス保安法 第39条 △

注１　「整理番号」欄は、処理機関が適宜記入すること。

　２　根拠条例等ごとに根拠条項順に記載すること。

　３　「処分基準」欄は、処分基準を設定している場合は「〇」を、条例等の定めで十分であり処分基準を策定する必要がない場合は「△」を、

　　処分基準未設定の場合は「×」を記載すること。

　４　行政上特別の支障があるため処分基準を公にできない場合は、備考欄に「非公開」と記載すること。

火薬類の消費許可取消

火薬類の緊急措置命令

液化石油ガス供給設備の基準適合の命令

高圧ガスの緊急使用停止命令

危険物保安統括管理者等の解任命令

予防規程の変更命令

危険物施設（移動タンク貯蔵所含む。）の応急措置命令

無許可施設等に対する措置命令


